
くらしの情報
　
越
谷
税
務
署
で
、
事
業
者
を
対

象
に
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
つ
い
て
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。
※
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

日
時
：
２
月
８
日
水
・
３
月
23
日

木
午
後
２
時
～
３
時

場
所
：
越
谷
産
業
会
館
１
階
集
会

室（
越
谷
市
中な

か
ま
ち町
７
ー
17
）

定
員
：
各
30
人
※
事
前
登
録
制

問
合
せ
：【
法
人
の
方
】越
谷
税

務
署
法
人
課
税
第
一
部
門
☎
965
・

８
１
７
４【
個
人
の
方
】越
谷
税

務
署
個
人
課
税
第
一
部
門
☎
965
・

８
７
６
４

　
越
谷
都
市
計
画
の
変
更
に
あ
た

り
、
都
市
計
画
法
第
17
条
に
基
づ

く
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
を
次
の

通
り
行
い
ま
す
。

【
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
】

内
容
：「
越
谷
都
市
計
画
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全

の
方
針
」の
変
更
案（
埼
玉
県
決

定
）、「
越
谷
都
市
計
画
区
域
区

分
」の
変
更
案（
埼
玉
県
決
定
）

期
間
：
２
月
10
日
金
～
24
日
金

（
土
日

除
く
開
庁
時
間
の
み
対
応
）

場
所
：
都
市
計
画
課
、
越
谷
市
都

市
計
画
課
、
松
伏
町
新
市
街
地
整

備
課
、
県
都
市
計
画
課
、
県
越
谷

県
土
整
備
事
務
所
※
案
に
つ
い

て
は
、
県
都
市
計
画
課

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

【
案
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
】

対
象
：
吉
川
市
・
越
谷
市
・
松
伏

町
の
住
民
お
よ
び
利
害
関
係
人

提
出
方
法
：
持
参
、
郵
送
ま
た
は
埼

玉
県
電
子
申
請
届
出
サ
ー
ビ
ス（
詳

細
に
つ
い
て
は
、
県
都
市
計
画
課

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

提
出
期
限
：
２
月
24
日
金
午
後
５

時
15
分
ま
で（
必
着
）

提
出
先
：
都
市
計
画
課
、
越
谷
市

都
市
計
画
課
、
松
伏
町
新
市
街
地

整
備
課
、
県
都
市
計
画
課
ま
た
は

県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所

問
合
せ
：
都
市
計
画
課
☎
982
・

９
９
０
３
、
県
都
市
計
画
課
☎

048
・
830
・
５
３
４
１

放
送
日
時
：
２
月
15
日
水
午
前
11
時
頃

内
容
：
国
か
ら
直
接
市
民
に
対

し
、
緊
急
情
報
を
瞬
時
に
伝
達
す

る「
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）」を
活
用
し
た
全
国
一

斉
情
報
伝
達
試
験
で
す
。当
日
は
、

市
の
防
災
行
政
無
線
か
ら
放
送
が

流
れ
ま
す
。

問
合
せ
：
危
機
管
理
課
☎
982
・

９
４
７
１
共
通

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
る
状

況
下
で
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
た
ち

が
年
代
に
応
じ
た
書
籍
に
接
し
、

想
像
力
を
育
み
、
楽
し
む
機
会
や

学
び
の
機
会
を
得
る
こ
と
を
目
的

に
図
書
カ
ー
ド
を
給
付
し
ま
す
。

対
象
：
①
平
成
16
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、
令
和
４
年
12
月
31

日
時
点
で
吉
川
市
に
住
民
登
録
の

あ
る
児
童
②
令
和
４
年
度
吉
川
市

子
ど
も
の
未
来
応
援
図
書
カ
ー
ド

給
付
事
業
と
同
様
の
趣
旨
の
給
付

金
な
ど
を
他
の
自
治
体
か
ら
受
給

し
て
い
な
い
児
童

給
付
内
容
：
０
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の

児
童
１
人
に
つ
き
、
３
０
０
０
円
分

の
図
書
カ
ー
ド
を
給
付
し
ま
す
。

給
付
方
法
：
３
月
６
日
月
以
降
、

市
に
登
録
の
住
所
に
郵
送
で
順
次

お
送
り
し
ま
す
。

※
申
請
は
不
要
で
す
。

※
図
書
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
を
拒

否
さ
れ
る
方
は
、
２
月
10
日
金
ま

で
に
子
育
て
支
援
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
：
子
育
て
支
援
課
☎
982
・

９
５
２
９
共
通

　
４
月
分
か
ら
、
臨
時
搬
入
日
と
な

る
日
曜
日
の
粗
大
ご
み
直
接
搬
入

を
、
事
前
予
約
制
に
変
更
し
ま
す
。

申
込
：
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
粗
大

ご
み
直
接
搬
入
予
約
受
付
」（
４
月

公
開
予
定
）を
確
認
の
上
、
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
※
事
前
予
約
の

な
い
方
は
、
直
接
搬
入
を
お
断
り

し
ま
す
。

問
合
せ
：
環
境
セ
ン
タ
ー
☎
983
・

２
２
８
１
981
・
５
６
４
１

　
「
本
人
通
知
制
度
」と
は
、
本
人

の
代
理
人
ま
た
は
第
三
者
に
戸
籍

謄
本
や
住
民
票
の
写
し（
本
籍
記

載
の
も
の
）な
ど
を
交
付
し
た
と

き
に
、
登
録
者
本
人
に
そ
の
事
実

を
通
知
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
制

度
は
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
だ

け
で
な
く
、
制
度
を
広
く
周
知
す

る
こ
と
で
委
任
状
の
偽
造
や
不
要

な
身
元
調
査
を
未
然
に
防
止
し
、

不
正
請
求
の
抑
止
や
不
正
取
得
の

早
期
発
見
に
つ
な
が
り
ま
す
。
吉

川
市
の
本
籍
、
住
所
、
氏
名
に
変

更
の
あ
る
方
は
変
更
届
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
登
録
・
変
更
で
き
る
方
】吉
川
市

の
住
民
基
本
台
帳
ま
た
は
戸
籍
に

記
載
さ
れ
て
い
る
方

【
登
録
者
に
通
知
す
る
内
容
】代
理

人
ま
た
は
第
三
者
に
交
付
し
た
事

実（
請
求
者
の
住
所
氏
名
は
通
知

し
ま
せ
ん
）

【
通
知
の
対
象
と
な
る
証
明
書
】住

民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事
項
証

明
書（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
）、

戸
籍
謄
抄
本
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し

問
合
せ
：
市
民
課
☎
982
・
９
６
９

２
共
通

　
埼
玉
県
内
で
自
転
車
を
運
転
す

る
場
合
に
は
、
自
転
車
損
害
保
険

な
ど
へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
自
転
車
事
故
に
よ
る
高
額
賠
償

事
例
が
全
国
各
地
で
散
見
さ
れ
て

お
り
、
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
賠
償

責
任
を
問
わ
れ
ま
す
。

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
）の
全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

子
ど
も
の
未
来
応
援
図
書
カ
ー
ド

給
付
事
業
に
つ
い
て

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
説
明
会

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
に
つ
い
て

日
曜
日
の
粗
大
ご
み
直
接
搬
入

を
事
前
予
約
制
に
変
更
し
ま
す

吉
川
市
本
人
通
知
制
度
登
録
の

本
籍
、
住
所
、
氏
名
の
変
更
届
出
を

自
転
車
保
険
、入
っ
て
い
ま
す
か
？
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